様式（雇用契約のない客員教員等の研究契約締結時）

誓 約 書

国立大学法人滋賀医科大学（以下「甲」という。）と株式会社○○○○が○○年○○月○○日に契約を締結した共同研究／受託研究（研究題目「○○○○」（以下「本研究」という。））において、本研究に客員の身分を有する者（客員教授、客員准教授、客員講師、客員助教、客員助手、客員研究員等、以下「客員研究者」という。）が本務先身分ではなく本学客員研究者身分として参加するに当たり、研究代表者及び客員研究者は下記内容について確認し、それぞれの履行義務について遵守することを誓約します。

１．客員研究者は、本研究の契約内容を理解し、本研究の契約書に定める甲の分担研究者又は研究協力者として本研究に参加すること。
２．客員研究者は、本研究の遂行にあたり、関係法令及び甲が定める研究倫理に関する規程等を遵守し、捏造、改ざん、盗用等の研究活動上の不正行為を行わないこと。
３．客員研究者は、本研究の遂行過程で知り得た個人情報（個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報をいう。）について、関係法令及び甲の規程等を遵守し、適切に取り扱うとともに、本研究の目的以外に使用し、又は第三者に漏洩しないこと。
４．客員研究者は、本研究の契約書で秘密を保持する旨が規定された秘密情報、ノウハウを、秘密保持期間内、適切に管理し、第三者へ漏洩しないこと。ただし、以下については秘密情報には該当しないものとする。
　 （１）提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
 　（２）提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
   （３）提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
   （４）正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
   （５）秘密情報によることなく独自に開発・取得した情報
５．客員研究者は、本研究の研究成果として発明等の知的財産を創出し、甲が当該知的財産を承継することを決定した場合には、当該知的財産を甲に譲渡すること。なお、譲渡後に当該知的財産の活用により甲に収入が有った場合、甲は、国立大学法人滋賀医科大学職務発明取扱規程に基づく対価の配分を当該客員研究者に行う。


上記の事項について、承諾の上本研究に参加します。

○○○○年〇月〇日
国立大学法人滋賀医科大学
学長　○○　○○ 殿
研究代表者
所属　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職名　
氏名　

客員研究者
職名　
氏名　
